
法律相談

弁護士に依頼

依頼者と弁護士が契約
受任通知を債権者に発送

打ち合わせ
債権者から

取引明細が届く

裁判所に申立

申立書や提出書類に不

足があるとして補正命

令

補正命令に従って追完

再生手続開始決定
履行可能テスト（積立テ

スト）の指示

再生案を弁護士が作成

する
３か月間，積立を行う

再生案と，積立をした

通帳のコピーを裁判所

に提出

決議に付する旨の決定

再生計画認可決定

官報に掲載

掲載から２週間で，認

可決定が確定

確定の翌月の月末か

ら，再生計画に従って

返済開始

個人再生手続の流れ図

＊　事案によって，実際の流れは異なります。

神奈川県内（横浜・川崎・横須賀・小田原・相模原）の場合
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